
地球環境保全行政の新体制について（平成22年10月～）

○2020年25％削減に向けた中長期戦略の強化 低炭素社会推進室を新設。

○途上国支援と国際枠組み構築に向けた国際交渉とを一体的に推進 国際連携課を新設。

○省全体で地球環境問題を強力に推進 海洋環境室を新設等

総務課 地球温暖化対策課

国際地球温暖化対策室
・地球温暖化対策の国際交渉
・（温暖化対策の）国際協力

国際連携課

低炭素社会推進室
・ロードマップなど、基
本的な地球温暖化政
策の企画・立案

研究調査室
・温暖化影響等の予測、
適応等の研究調査

水・大気環境局

自然環境局

市場メカニズム室
・国内排出取引制度
・京都メカニズム

国民生活対策室
・チャレンジ２５キャン
ペーン

・再生可能エネルギーの推進等国内地球温暖化対策・地球環境局の基本的施策の企画・立案

・海洋環境室における海洋環境保全
・大気環境課における黄砂等の越境
汚染対策

・自然環境計画課におけ
る南極保全、砂漠化対策

中長期戦略と
連動した
国際交渉

ロードマップとリンク
した国内温暖化対策

技術支援等と枠組み構築
とが一体となった国際交渉

地球環境局

国際協力室
・省全体の国際戦略の
企画立案、国際会議等
のとりまとめ

・国際協力

フロン対策室
・フロンの排出抑制対策
・オゾン層保護
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環境省組織令等の一部改正について 

 

平成２２年１０月 

環    境    省 

 

 

一．背景 
 

地球環境問題を巡る情勢の変化に対応するため、環境省組織令等の一部を改正

し、体制を整備する。 

 

 

二．主な改正の概要 

 

１．地球環境保全に関する事務の関係部局への分掌（環境保全対策課の廃止等。政

令事項） 

 地球温暖化対策に関連する施策以外の個別の地球環境問題（海洋汚染、酸性雨

その他の越境大気汚染及び南極地域の環境問題等）について、それぞれの個別事

象に関連性の高い他局の所掌事務とすることにより、国際的な環境問題と国内の

環境問題をより一体的に処理する体制とする。これに伴い、これらの地球環境問

題に関する事務を所掌する環境保全対策課を廃止する。 

 

２．国際連携課の設置（政令事項） 

  途上国支援等の国際協力や地球温暖化の防止に関する国際関係事務及び環境省

の所掌事務に係る国際関係事務の総括を担うことにより、地球温暖化の防止を中

心とする国際交渉等を一元的に行うため、課として、地球環境局に国際連携課を

置く。 

 

３．低炭素社会推進室の設置（省令事項） 

  地球温暖化対策の中長期計画、ロードマップの作成、インベントリ業務等を、

地球環境保全に関する基本的な政策として位置づけ、これらの業務遂行を適切に

行うため、総務課の下に低炭素社会推進室を設置する。 

 

４．国際地球温暖化対策室の設置（国際対策室からの改称。省令事項） 

  環境省の所掌する国際関係事務のうち、地球温暖化の防止に関する事務を一元

的に行うべく、国際連携課の下に、国際地球温暖化対策室を設置する。 

 

 

三．施行年日 
平成 22年 10月１日から施行。 
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